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更生保護を支える人々

保護観察は，保護観察所の職員である保護観察官と
民間篤志家である保護司との協働により進められてい
ます。

そのほか，多くの更生保護ボランティア団体のほか，
地域の様々な関係機関・団体に関わっていただいてい
ます。
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警察

② 刑事司法の流れ
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裁判所 家庭裁判所

刑事施設

実 刑

少年院

社会復帰・再犯防止

保護観察処分少年
※ 約１万２千人(２万３千人）

少年院仮退院者
※ 約２千人(約５千人)

仮釈放者
※ 約１万２千人（約１万６千人）

保護観察付執行猶予者
（全部猶予者・一部猶予者）
※ 約４千人（約１万４千人）

（令和元年保護統計年報）

【 保護観察（約２万９千人（約５万８千人））の実施 】

全部執行猶予 少年院送致処分 保護観察処分

※開始人員（同年取扱人員）



１ なぜ，刑余者に居住支援なのか

③ 受刑者の罪名別構成比

窃盗，覚せい剤が多数を占めている

入所受刑者（男女別）

（令和元年版犯罪白書）



約６割が高卒未満１割以上が高齢者

１割以上が精神障害あり

新受刑者の教育程度

高卒未満
59.7%

高卒以上
40.3%

新受刑者の精神診断

精神障害あり
14.8%

精神障害なし
85.2%

新受刑者の年齢

65歳以上
12.9%

65歳未満
87.1%

新受刑者の犯罪時居住状況

住居不定
17.6%

定住
79.8%

新受刑者の犯罪時就労状況

無職
68.4%

有職
31.6%

仕事や住居がない

約７割が再犯時無職

約２割が再犯時住居不定

高齢である・障害がある 教育程度が比較的低い

（令和元年矯正統計年報）

④ 刑余者の生き辛さ

再犯防止のためには，出所者等の生活支援をすることが早道
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⑤ 保護観察の概要

指導監督

補導援護

定期的な接触による生活状況の把握

遵守事項を遵守するよう指示

専門的処遇の実施

接触忌避，遵守事項違反に対す
る，保護観察の強化・矯正教育
への移行といった「サンクショ
ン」

公権力の行使を背景とした心理規制的な側面

宿泊所の提供，帰住の援助 福祉・医療支援

社会生活に適応させるための
生活指導

就労支援 等

福祉的・援助的措置の側面

自立した生活のための
エンパワメント

車
の
両
輪
の
関
係
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⑥ 保護観察における主な支援対策（居住支援を除く。）

就労支援対策
【刑務所出所者等総合的就労支援対策】（H18～）
・法務省と厚生労働省の連携事業
・ハローワークにおける専用窓口設置，出所者専用の就労支援メニュー，矯正教育の充実，

身元保証制度

【更生保護就労支援事業】（22都道府県）
・民間の専門団体に委託して，マンツーマンによるマッチング支援等を実施（Ｈ23～）
・民間の専門団体に委託して，出所者及び雇用主の双方へ職場定着支援等を実施（Ｒ2～）

【刑務所出所者等就労奨励金】
・雇用期間に応じて協力雇用主に対して１人当たり年間最大72万円を支給（H27～）

【コレワーク】 （全国8か所）
・企業と受刑者の出所前マッチングの支援（H28～）

福祉支援対策
【地域生活定着支援センター】（H21～）
・行き場のない障害者・高齢者である受刑者等の，出所後の福祉サービス確保等の支援
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更生保護施設 ・明治時代の篤志家によって始められた事業を源流と
し，現在，全国で103施設が運営（大半が20名定員）

・行き場のない刑務所出所者等を，自立資金を蓄える
までの数か月間を収容保護し，原則24時間体制

・法務省の認可施設で，委託費を支給
・仮釈放制度に不可欠な施設

自立準備ホーム

⑦ 保護観察における居住支援対策（１）

・平成23年度から「緊急的住居確保・自立支援対策」
として開始

・ＮＰＯ法人等が管理する施設の空きベッド等を活用
するもので，専用のベッド等を用意する必要なし

・全国で703か所（432事業者）が登録（Ｒ2.4.1現在）
・宿泊場所，食事の提供と共に，毎日の生活指導等

（巡回による支援でも可）を委託
・保護の期間は更生保護施設に準じ，委託終了後に賃

貸契約を締結する例もあり

ただし・・・

いずれも
「一時的」居住支援
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生活環境調整の強化

⑧ 保護観察における居住支援対策（２）

・出所後の居住予定地は原則として，まずは受刑者が指定
・これを受けて，保護観察所において，同予定地において社会復帰を円滑にできる

よう，その環境を調査・調整
・ただし，調整困難な場合は，調整を終了し，受刑者に別の予定地の設定を促す。

さらに，H28施行の更生保護法の一部改正により・・・

・地方更生保護委員会が，必要に応じて，未調整の住居等の調整を行うよう，また，
調整中の住居の調整事項について，保護観察所に対して指導・助言を実施

・複数の保護観察所が平行して生活環境調整を行っている場合，地方更生保護委員
会がコントロールタワーとなって広域的な連絡調整を実施

ただし・・・
それでも，適切な帰住地が確保できない相当数の出所者が
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⑨ 刑余者に対する居住支援の必要性

● 刑務所に入所してきた者で犯行時住居不定であるものの割合(Ｒ1） 17.6％
⇒累入者については21.3%，初入者については12.4%

● 仮釈放の申出がなされない理由が「住居調整不良」の者の割合 44.0％
⇒行状不良:25.0％，暴力団離脱意思なし:7.2％（H25調査）

● 「更生保護施設施設入所者の自立先の確保で困ったことがある」

と回答した同施設職員の割合（H30調査） 76.7％
⇒うち，困った理由が「保証人が確保できない」：93.7%
⇒更生保護施設入所者の退所先 「借家」:32.2%，「就業先」:18.0%

● 特定の居住地が確保されずに出所した満期釈放者(Ｒ1） 3,381人
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① 刑余者の弱み

孤立

不十分な社会
生活スキル

〇 支援者の不在
・家族の疎遠，不健全な交友関係
・社会サービスにアクセス困難

〇 社会から忌避
・家族の疎遠，不健全な交友関係
・地域社会，家主等からの敬遠

あきらめ

〇 生活破綻のリスク
・一発逆転を狙いがち
・不規則な生活，浪費，不健康な

食生活等

〇 社会・人への不信
・社会サービスの未利用

〇 自分自身への不信
・成功体験が乏しく，些細なこと

で投げ出す

放置すれば
負のスパイラルへ

２ なぜ，刑余者の居住地の確保が難しいのか



② 刑余者の強み

就労につながれ
ば自立が近い

〇 就労は再犯防止に大きな効果
・刑務所再入所者の70.9%が無職者（Ｒ1）

・住居なくして就労なし
・就労支援にもかかわらず，保護観察終了時に21.3%が無職（Ｒ1）
・職場定着率の低さ（協力雇用主アンケート（H30）では６月以内に離職する者が約半数と

回答）

保護観察期間中
の再犯防止機能

（注）ここでいう「再犯」とは取消し（保護処分，仮釈放，執行猶予），（少年院への）戻し収容，身柄拘束のまま保護観察が終結した場合を指す。

・保護観察終了時の再犯率（注）は11% ・保護観察は原則として有期
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刑余者が犯罪に陥らず，安定した生活を継続
するためには，

〇職場定着
又は

〇福祉支援

が不可欠･･･

その基盤こそが居住地の確保

① 刑余者の処遇の大前提

３ 刑余者の居住支援の課題と展望



３ 刑余者の居住支援の課題と展望

② 課題と対応の方向性

〇 居住地が定まらなければ，保護観察が
実施できないこと。

〇 更生保護施設等の受入れに限界がある
こと（地域関係，職員体制等）。

〇 出所者のイメージ連帯保証人不在等に
より，家主・不動産会社に忌避されがち
であること。

〇 生活リズム，食生活，金銭管理等の指
導がなされないと生活破綻に陥りがちで
あること。

〇 生活環境の調整を徹底し，可能な限り
保護観察・更生緊急保護に結び付ける。

〇 更生保護施設等の体力アップ，退所後
の住居調整能力の向上。

〇 相当期間のマンツーマンによる見守り，
生活指導。

【課題】 【対応の方向性】

〇 出所者にも利用可能な物件・家賃債務
保証の確保。



自立した社会活動を営むための生活拠点の確保

社会活動の場の確保

安定した生活態
度の確保・維持

〇賃借人とのWin-Winの関係
〇再犯誘発要因の少ない生活環境

〇就労支援
〇福祉支援

〇生活指導
〇息の長い相談支援

法務省
厚生労
働省

法務省
居住支
援法人

居住支
援法人

法務省 自治体

犯罪をする必要のない自立した生活の大前提は，適切な居住の確保
＝決め手は「居住支援法人とのコラボ」

③ 今後の展望（１）

３ 刑余者の居住支援の課題と展望



３ 刑余者の居住支援の課題と展望

④ 今後の展望（２）

〇 支援スキルの普及：これまでの好事例，更生保護のノウハウの共有

〇 連携体制の確立：保護観察所及び居住支援法人等の情報共有・役割分担等の整理

〇 生活環境調整・更生保護施設・就労支援等の強化：国の責務

【当面の検討事項】

御清聴ありがとうございました。
更生保護のマスコットキャラクター

更生ペンギンのホゴちゃん・サラちゃん

〇 連携可能な居住支援法人の拡大：事例の積み重ね，居住支援協議会との関係確立


